
介護予防認知症対応型共同生活介護

ロ　介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用）サービスコード表

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

39 1221 予短期共同生活介護Ⅰ２ 要支援２ 788 1日につき

39 1223 予短期共同生活介護Ⅰ２・夜 単位 × 764
39 2221 予短期共同生活介護Ⅱ２ 要支援２ 776
39 2223 予短期共同生活介護Ⅱ２・夜 単位 × 753
39 6110 予短期共同３ユニット夜勤配置減算 要支援２ 単位減算 -50
39 6161 予短期共同夜間支援体制加算Ⅰ 夜間支援体制加算 夜間支援体制加算（Ⅰ） 単位加算 50
39 6171 予短期共同夜間支援体制加算Ⅱ 夜間支援体制加算（Ⅱ） 単位加算 25
39 6121 予短期共同認知症緊急対応加算 認知症行動・心理症状緊急対応加算（7日間限度） 単位加算 200
39 6109 予短期共同若年性認知症受入加算 若年性認知症利用者受入加算 単位加算 120
39 4001 予短期共同生活機能向上連携加算Ⅰ ヘ　生活機能向上連携加算 (1)生活機能向上連携加算（Ⅰ） 単位加算 100 1月につき

39 4002 予短期共同生活機能向上連携加算Ⅱ (2)生活機能向上連携加算（Ⅱ） 単位加算 200
39 6099 予短期共同サービス提供体制加算Ⅰ ル　サービス提供体制強化加算 (1) サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 単位加算 22 1日につき

39 6100 予短期共同サービス提供体制加算Ⅱ (2) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 単位加算 18
39 6101 予短期共同サービス提供体制加算Ⅰ２ (2) サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 単位加算 12
39 6102 予短期共同サービス提供体制加算Ⅱ (3) サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 単位加算 6
39 6103 予短期共同サービス提供体制加算Ⅲ (3) サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 単位加算 6
39 6108 予短期共同生活処遇改善加算Ⅰ ヲ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 111/1000 加算 1月につき

39 6107 予短期共同生活処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 81/1000 加算

39 6104 予短期共同生活処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の 45/1000 加算

39 6105 予短期共同生活処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算（Ⅳ） (3)で算定した単位数の 加算

39 6106 予短期共同生活処遇改善加算Ⅴ (5)介護職員処遇改善加算（Ⅴ） (3)で算定した単位数の 加算

39 6111 予短期共同生活特定処遇改善加算Ⅰ ワ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 31/1000 加算

39 6112 予短期共同生活特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 23/1000 加算

39 8300 予短期共同生活令和３年９月３０日までの上乗せ分 　新型コロナウイルス感染症への対応 所定単位数の 加算 1日につき

定員超過の場合

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

39 8111 予短期共同生活介護Ⅰ２・超 要支援２ 552 1日につき

39 8113 予短期共同生活介護Ⅰ２・夜・超 単位 × 535
39 8211 予短期共同生活介護Ⅱ２・超 要支援２ × 543
39 8213 予短期共同生活介護Ⅱ２・夜・超 単位 × 527

介護従業者が欠員の場合

サービスコード サービス内容略称 算定項目 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

39 9111 予短期共同生活介護Ⅰ２・欠 要支援２ 552 1日につき

39 9113 予短期共同生活介護Ⅰ２・夜・欠 単位 × 535
39 9211 予短期共同生活介護Ⅱ２・欠 要支援２ × 543
39 9213 予短期共同生活介護Ⅱ２・夜・欠 単位 × 52797%
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